
○
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
査
定
方
針 

 

〔
昭
和
三
十
二
年
七
月
十
五
日
建 

河 

発 

第
三
百
五
十
一
号
〕 

 

改
正 

昭
和
三
三
年
五
月 

九
日 

建
河
発
第
三
四
四
号 

 
 

昭
和
三
三
年
七
月 
一
日 

建
河
発
第
四
七
三
号 

 
 

昭
和
三
四
年
九
月 
二
日 

建
河
発
第
六
七
四
号 

 
 

昭
和
三
八
年
九
月 

九
日 

建
河
発
第
四
〇
九
号 

 
 

昭
和
三
九
年
六
月 

二
日 
建
河
発
第
二
三
四
号 

 
 

昭
和
四
〇
年
六
月
一
〇
日 

建
河
発
第
二
一
〇
号 

 
 

昭
和
四
二
年
六
月 

七
日 

建
河
防
発
第
七
九
号 

 
 

昭
和
四
四
年
七
月
一
二
日 

建
河
防
発
第
四
七
号 

 
 

昭
和
四
七
年
八
月 

二
日 

建
河
防
発
第
五
六
号 

 
 

昭
和
五
四
年
三
月
二
〇
日 

建
河
防
発
第
二
二
号 

 
 

昭
和
五
九
年
九
月
一
四
日 

建
河
防
発
第
八
〇
号 

 
 

昭
和
六
二
年
五
月
二
一
日 

建
河
防
発
第
八
二
号 

 
 

昭
和
六
三
年
四
月 

七
日 

建
河
防
発
第
四
一
号 

 
 

平
成 

元
年
五
月
二
九
日 

建
河
防
発
第
五
三
号 

 
 

平
成 

三
年
四
月
一
一
日 

建
河
防
発
第
六
一
号 

 
 

平
成 

四
年
四
月 

九
日 

建
河
防
発
第
六
一
号 

 
 

平
成 

六
年
六
月
二
三
日 

建
河
防
発
第
六
九
号 

 
 

平
成 

七
年
四
月 

一
日 

建
河
防
海
発
第
八
〇
号 

 

平
成 

八
年
五
月 

十
日 

建
河
防
海
発
第
六
十
八
号 

平
成 

九
年
四
月 

一
日 

建
河
防
海
発
第
六
十
五
号 

平
成 

十
年
六
月 

四
日 

建
河
防
海
発
第
八
十
九
号 

平
成
一
一
年
三
月
三
〇
日 

建
河
防
海
発
第
五
八
号 

 

平
成
一
二
年
四
月 

三
日 

建
河
防
海
発
第
七
三
号 

 

平
成
一
三
年
二
月
一
四
日 

国
河
防
発
第
一
一
号 

 
 

平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日 

国
河
防
第
一
八
八
号 

 
 

平
成
一
四
年
四
月 

一
日 

国
河
防
第
一
〇
七
〇
号 

 

平
成
一
五
年
四
月 

一
日 

国
河
防
第
八
〇
一
号 

 
 

平
成
一
五
年
六
月
一
八
日 

国
河
防
第
一
四
二
号 

平
成
二
〇
年
六
月
二
六
日 

国
河
防
第
一
一
五
号 

平
成
二
三
年
八
月 

五
日 

国
水
防
第
一
三
三
号 

河
川
局
長
通
知 

 
 

（
目
的
） 

第
一 

災
害
復
旧
事
業
の
査
定
は
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（
以
下
「
法
」
と
い 

う
。
）、
法
施
行
令
、
法
施
行
規
則
及
び
法
事
務
取
扱
要
綱
（
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。）
に
定
め
る
も
の 

の
ほ
か
、
こ
の
査
定
方
針
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
災
害
原
因
の
調
査
） 

第
二 

災
害
原
因
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
被
災
施
設
の
原
形
及
び
被
災
状
況
を
調
査
す
る
と
と
も
に
、
特 

に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
し
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。 

(

一)  

降
雨
に
つ
い
て
は
、
最
大
二
十
四
時
間
雨
量
、
連
続
雨
量
並
び
に
こ
れ
ら
の
時
間
的
変
化
及
び 

地
域
的
分
布
状
況 

 
(

二) 

洪
水
に
つ
い
て
は
、
洪
水
位
、
洪
水
流
量
、
洪
水
継
続
時
間
、
流
送
土
砂
量
等 
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(

三) 

融
雪
に
つ
い
て
は
、
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
積
雪
量
、
気
温
の
変
化
、
流
氷
、
な
だ 

れ
等 

 
(

四) 
暴
風
に
つ
い
て
は
、
風
向
、
風
速
、
気
圧
等
及
び
こ
れ
ら
の
時
間
的
関
係 

 
(

五) 

高
潮
又
は
波
浪
に
つ
い
て
は
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
潮
位
、
潮
位
偏
差
、
波
高
等
及 

び
こ
れ
ら
の
時
問
的
関
係 

 
(

六) 

地
す
べ
り
に
つ
い
て
は
、
降
雨
量
等
、
地
す
べ
り
の
地
域
及
び
そ
の
地
質
並
び
に
す
べ
り
面
の 

位
置
及
び
地
盤
の
移
動
の
状
況 

 
(

七) 

地
震
に
つ
い
て
は
、
震
度
、
震
源
地
等 

（
採
択
の
範
囲
等
） 

第
三 

災
害
復
旧
事
業
の
採
択
に
際
し
、
降
雨
、
洪
水
、
暴
風
、
高
潮
、
波
浪
、
津
波
又
は
地
す
べ
り
に 

よ
る
災
害
で
次
の
各
号
の
一
に
該
当
し
な
い
も
の
は
、
原
則
と
し
て
採
択
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

(

一)  

河
川
に
あ
つ
て
は
警
戒
水
位
（
警
戒
水
位
の
定
め
が
な
い
場
合
は
河
岸
高
（
低
水
位
か
ら
天
端 

ま
で
の
高
さ
を
い
う
。）
の
五
割
程
度
の
水
位
）
以
上
の
出
水
に
よ
り
発
生
し
た
災
害
。
た
だ
し
、 

河
床
低
下
等
河
状
の
変
動
に
よ
り
警
戒
水
位
の
定
め
が
不
適
当
な
場
合
に
お
け
る
当
該
警
戒
水
位 

未
満
の
出
水
に
よ
り
発
生
し
た
災
害
又
は
比
較
的
長
期
間
に
わ
た
る
融
雪
出
水
等
に
よ
り
発
生
し 

た
災
害
を
含
む
。 

(

二)  

河
川
以
外
の
公
共
土
木
施
設
に
あ
つ
て
は
最
大
二
十
四
時
間
雨
量
八
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の 

降
雨
に
よ
り
発
生
し
た
災
害
。
た
だ
し
、
最
大
二
十
四
時
間
雨
量
八
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
降 

雨
に
よ
り
発
生
し
た
災
害
で
あ
つ
て
も
、
時
間
雨
量
等
が
特
に
大
で
あ
る
場
合
を
含
む
。 

 
(

三) 

最
大
風
速
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
風
に
よ
り
発
生
し
た
災
害 

 
(

四) 

暴
風
若
し
く
は
そ
の
余
波
に
よ
る
異
常
な
高
潮
若
し
く
は
波
浪
（
う
ね
り
を
含
む
。
）
又
は
津
波 

に
よ
り
発
生
し
た
災
害
で
被
災
の
程
度
が
比
較
的
軽
微
と
認
め
ら
れ
な
い
も
の 

 
(

五) 

地
す
べ
り
に
よ
り
発
生
し
た
地
す
べ
り
防
止
施
設
の
災
害
に
あ
つ
て
は
、
地
す
べ
り
が
発
生
し 

た
区
域
の
う
ち
、
被
災
前
の
地
す
べ
り
防
止
施
設
に
よ
り
一
定
の
ブ
ロ
ッ
ク
が
概
成
し
て
い
る
場 

合
に
お
け
る
災
害 

２ 

法
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
法
の
適
用
の
な
い
災
害
復
旧
事
業
の
決
定
に
あ
た
つ
て
は
、
次
に 

掲
げ
る
事
項
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。 

(

一)  

法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
「
工
事
の
費
用
に
比
し
て
そ
の
効
果
の
著
し
く
小
さ
い 

も
の
」
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
経
済
効
果
そ
の
他
復
旧
に
よ
る 

効
果
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
採
否
を
決
定
す
る
こ
と
。 

(

二)  

要
綱
第
十
二
第
五
号
に
い
う
「
堤
体
に
被
害
の
な
い
場
合
」
と
は
、
原
則
と
し
て
漏
水
止
め
の 

応
急
工
事
を
施
行
し
て
い
な
い
場
合
を
い
い
、
同
第
八
号
に
い
う
「
直
接
影
響
の
な
い
程
度
の
河 

床
又
は
海
岸
地
盤
の
低
下
」
と
は
、
基
礎
工
が
露
出
し
な
い
程
度
又
は
基
礎
工
が
露
出
し
た
場
合 

に
あ
つ
て
も
堤
防
護
岸
等
の
安
全
に
支
障
が
な
い
、
又
は
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め 

ら
れ
る
程
度
の
河
床
又
は
海
岸
地
盤
の
低
下
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

(

三)  

法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
明
ら
か
に
設
計
の
不
備
又
は
工
事
施
行
の
粗
漏
に
基 

因
し
て
生
じ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
災
害
に
係
る
も
の
」
に
つ
い
て
は
、異
常
天
然
現
象
の
程
度
、 

当
該
施
設
の
築
造
後
の
経
過
年
数
、
被
災
施
設
の
原
形
等
を
調
査
検
討
の
う
え
慎
重
に
決
定
す
る 

こ
と
。
特
に
工
事
竣
工
後
一
箇
年
以
内
に
被
災
し
た
施
設
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
は
、 

そ
の
原
因
を
よ
く
調
査
検
討
の
う
え
採
否
を
決
定
す
る
こ
と
。 

(

四)  

成
功
認
定
、
中
間
検
査
等
及
び
会
計
検
査
院
の
検
査
の
結
果
、
工
事
の
出
来
高
が
不
足
し
て
い 

る
も
の
又
は
工
事
の
施
行
が
粗
漏
で
復
旧
の
目
的
を
達
し
て
い
な
い
も
の
と
し
て
指
摘
さ
れ
、
こ 

れ
ら
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
手
直
工
事
又
は
補
強
工
事
を
命
じ
た
箇
所
で
当
該
工
事
が
未
完 

了
で
あ
る
こ
と
に
基
因
し
て
災
害
を
受
け
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
災
害
復
旧
事
業
は
、
法
第
六
条 



第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
採
択
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

(
五)  
前
災
が
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
失
格
と
な
り
、
又
は
「
異
常
な
天 

然
現
象
に
よ
ら
な
い
」
若
し
く
は
「
維
持
工
事
で
あ
る
」
と
い
う
理
由
に
よ
り
欠
格
と
な
つ
た
箇 

所
で
、
当
該
箇
所
に
係
る
災
害
復
旧
工
事
の
未
着
手
の
も
の
に
つ
い
て
新
た
な
災
害
が
生
じ
た
場 

合
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
法
第
六
条
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
も
の
と 

し
て
採
択
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

イ 

失
格
又
は
欠
格
と
な
つ
た
後
、
復
旧
す
る
た
め
に
必
要
な
手
続
を
と
る
時
間
的
余
裕
が
な
い 

場
合 

 
 
 

ロ 

復
旧
し
て
い
た
と
し
て
も
被
災
し
た
で
あ
ろ
う
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
程
度
の
大
災
害
が 

発
生
し
た
場
合 

(

六)  

要
綱
第
十
四
第
二
号
に
い
う
「
河
道
が
著
し
く
埋
そ
く
し
た
」
と
は
、
原
則
と
し
て
河
道
断
面 

の
三
割
程
度
以
上
の
埋
そ
く
又
は
流
木
が
著
し
く
堆
積
し
た
場
合
を
い
い
、
こ
の
場
合
に
お
い
て 

掘
さ
く
す
る
土
量
は
、
自
然
流
下
等
に
よ
る
流
失
量
を
考
慮
し
て
災
害
に
よ
る
た
い
積
量
の
七
割 

を
基
準
と
し
、
流
木
除
去
に
つ
い
て
は
、
流
木
堆
積
量
の
全
量
を
対
象
と
し
て
決
定
す
る
こ
と
。 

「
砂
防
え
ん
堤
の
埋
没
」
と
は
、
流
木
止
め
施
設
に
流
木
が
著
し
く
堆
積
し
た
場
合
を
含
ま
な
い 

も
の
と
す
る
。 

(

七)  

要
綱
第
十
七
第
一
項
に
い
う
「
直
高
一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
小
堤
」
の
直
高
に
つ
い
て
は
、
被
災 

箇
所
の
局
部
的
直
高
の
ほ
か
、
そ
の
前
後
の
直
高
を
も
考
慮
す
る
こ
と
。 

(

八)  

要
綱
第
十
七
第
二
項
の
被
災
箇
所
の
総
幅
員
の
認
定
に
あ
た
り
、
道
路
に
あ
つ
て
は
被
災
箇
所 

の
総
幅
員
が
不
明
確
な
場
合
又
は
地
形
的
に
特
別
の
状
況
に
あ
る
た
め
当
該
被
災
箇
所
の
前
後
の 

総
幅
員
と
異
な
る
場
合
は
、
当
該
被
災
箇
所
の
前
後
の
総
幅
員
を
勘
案
し
て
相
当
と
認
め
ら
れ
る 

距
離
を
当
該
被
災
箇
所
の
総
幅
員
と
す
る
と
と
も
に
、
橋
梁
に
あ
つ
て
は
被
災
橋
梁
の
総
幅
員
が 

二
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
つ
て
も
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
橋
梁
の
前
後 

の
道
路
の
総
幅
員
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
橋
梁
の
総
幅
員
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上 

あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

３ 

災
害
復
旧
事
業
と
し
て
採
択
し
た
後
廃
工
さ
れ
た
箇
所
が
再
申
請
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
新
た
な 

被
災
の
事
実
を
確
認
の
う
え
採
否
を
決
定
す
る
こ
と
。 

４ 

要
綱
第
三
第
二
号
ト
に
い
う
「
広
範
囲
に
わ
た
つ
て
被
災
し
、
そ
の
被
災
の
程
度
が
激
甚
で
あ
り
」 

と
は
、
河
川
に
あ
つ
て
は
堤
防
又
は
河
岸
の
欠
壊
（
こ
の
場
合
に
お
け
る
欠
壊
は
、
原
則
と
し
て
、
有 

堤
部
に
あ
つ
て
は
法
尻
か
ら
天
端
ま
で
、
無
堤
部
に
あ
つ
て
は
河
床
か
ら
地
盤
高
ま
で
の
部
分
が
す
べ 

て
欠
壊
す
る
こ
と
を
い
う
。）
区
間
の
延
長
が
一
定
計
画
で
復
旧
す
る
区
間
の
延
長
の
八
割
程
度
以
上
あ 

る
場
合
を
い
う
も
の
と
し
、
海
岸
、
砂
防
設
備
及
び
道
路
に
あ
つ
て
は
、
河
川
の
欠
壊
の
場
合
に
準
ず 

る
程
度
の
被
害
が
あ
る
場
合
を
い
う
も
の
と
す
る
。 

５ 

要
綱
第
十
五
の
二
第
二
号
に
い
う
「
欠
壊
が
広
範
囲
に
わ
た
り
、
か
つ
、
欠
壊
の
程
度
が
激
甚
で
あ 

る
」
と
は
、
前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
欠
壊
区
間
の
延
長
が
災
害
関
連
事
業
と
し
て
策
定
す
る
計 

画
区
間
の
五
割
程
度
以
上
と
な
る
場
合
を
含
む
も
の
と
し
、「
一
定
計
画
」
と
は
、
要
綱
第
三
第
二
号
ト 

に
い
う
「
一
定
計
画
」
の
ほ
か
、
欠
壊
区
間
の
延
長
が
災
害
関
連
事
業
の
計
画
区
間
の
五
割
程
度
以
上 

と
な
る
場
合
の
当
該
災
害
関
連
事
業
の
一
定
計
画
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

６ 

要
綱
第
三
第
二
号
リ
の
取
扱
い
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

(

一)  
｢

治
水
上
又
は
道
路
交
通
上
当
該
被
災
施
設
を
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
な
場 

合
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
一
に
該
当
す
る
場
合
を
い
う
。 

 
 
 

イ 

当
該
橋
梁
に
係
る
河
川
の
洪
水
流
量
の
増
大
し
た
場
合
、
河
床
の
変
動
し
た
場
合
、
河
川
の 

勾
配
が
急
な
場
合
又
は
流
木
、
流
氷
、
転
石
等
が
多
い
場
合 

 
 

ロ 

当
該
被
災
部
分
が
当
該
橋
梁
に
係
る
河
川
の
流
心
部
又
は
水
衝
部
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合 



 
 

ハ 

当
該
橋
梁
に
係
る
海
岸
の
越
波
量
が
増
大
し
た
場
合 

 
 

ニ 

当
該
橋
梁
に
係
る
自
動
車
の
交
通
量
が
一
日
百
台
以
上
で
あ
る
場
合
。
こ
の
場
合
の
交
通
量 

の
認
定
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
道
路
管
理
者
に
よ
る
交
通
量
調
査
の
資
料
に
基
づ
い
て
行 

な
う
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

ホ 

当
該
橋
梁
が
定
期
バ
ス
路
線
又
は
定
期
貨
物
自
動
車
路
線
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合 

 
 
 

へ 

当
該
橋
梁
が
官
公
署
、
学
校
、
病
院
、
郵
便
局
、
停
車
場
等
の
公
共
的
施
設
に
通
ず
る
路
線 

に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合 

(

二)  
｢

必
要
最
小
限
度
に
お
い
て
、
当
該
木
橋
又
は
木
造
部
分
の
全
部
又
は
一
部
を
永
久
構
造
と
し
て 

施
行
す
る
工
事
」
の
取
扱
い
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
。 

 
 
 

イ 

当
該
木
橋
又
は
木
造
部
分
の
延
長
の
全
部
が
被
災
し
た
場
合
又
は
三
分
の
二
以
上
被
災
し
、 

か
つ
、
当
該
被
災
部
分
の
み
を
永
久
構
造
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
取
合
せ
等
が
不
適
当
と
な
る 

場
合
で
、
前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
木
橋
又
は
木
造
部
分 

の
全
部
を
永
久
構
造
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
橋
梁
の
河
川
の
流
心
部
又
は
水
衝
部
に
係
る
木 

造
部
分
の
延
長
の
全
部
が
被
災
し
た
場
合
又
は
三
分
の
二
以
上
が
被
災
し
、
か
つ
、
当
該
被
災 

部
分
の
み
を
永
久
構
造
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
取
合
せ
等
が
不
適
当
と
な
る
場
合
は
、
当
該
流 

心
部
又
は
水
衝
部
の
み
に
係
る
木
造
部
分
の
全
部
を
永
久
構
造
と
す
る
。 

 
 
 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
木
橋
又
は
木
造
部
分
の
延
長
の
二
分
の
一
以
上
が
被
災
し 

た
場
合
又
は
当
該
橋
梁
の
河
川
の
流
心
部
若
し
く
は
水
衝
部
に
係
る
木
造
部
分
の
延
長
の
二
分 

の
一
以
上
が
被
災
し
た
場
合
で
、
前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当 

該
被
災
部
分
の
み
を
永
久
構
造
と
す
る
。 

(

三)  

当
該
橋
梁
が
一
般
国
道
又
は
道
路
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た 

主
要
な
都
道
府
県
道
若
し
く
は
市
道
（
以
下
「
主
要
地
方
道
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て 

永
久
構
造
の
橋
梁
と
し
て
改
良
さ
れ
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
場
合
又
は
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、 

永
久
構
造
と
し
て
採
択
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

 
(

四) 

当
該
橋
梁
が
潜
水
橋
で
あ
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
永
久
構
造
と
し
て
採
択
し
な
い
も
の
と
す 

る
。 

７ 

要
綱
第
三
第
二
号
ヌ
に
お
い
て
、
被
災
橋
梁
が
潜
水
橋
で
あ
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
け
た
下
高 

を
上
げ
な
い
も
の
と
す
る
。 

（
直
轄
工
事
施
行
区
域
内
の
災
害
） 

第
四 

直
轄
工
事
施
行
区
域
内
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
は
、
直
轄
河
川
災
害 

復
旧
事
業
等
事
務
取
扱
要
綱
に
基
づ
く
直
轄
河
川
災
害
復
旧
事
業
等
と
の
関
係
を
充
分
検
討
の
う
え
採 

否
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
災
害
復
旧
事
業
の
査
定
は
、
関
係
直
轄
工
事
事
務
所
長
の
立
会
の
う
え
行
な
う
も
の
と
す
る
。 

（
他
の
事
業
の
計
画
区
域
内
の
災
害
） 

第
五 

災
害
復
旧
事
業
以
外
の
事
業
（
以
下
「
他
の
事
業
」
と
い
う
。
）
の
計
画
区
域
内
に
新
た
に
発
生
し 

た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
を
採
択
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
も
の
と
す 

る
。 

 
(

一) 

在
来
施
設
が
被
災
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
必
要
最
小
限
度
の
工
法
に
よ
り
採
択
す
る
こ
と
。 

 
(

二) 

他
の
事
業
に
よ
り
竣
功
し
、
か
つ
、
独
立
し
た
機
能
を
有
す
る
施
設
が
被
災
し
た
場
合
に
お
い 

て
は
、
当
該
他
の
事
業
に
よ
り
竣
功
し
た
完
成
断
面
を
対
象
と
し
て
採
択
す
る
こ
と
。 

（
兼
用
工
作
物
及
び
他
省
他
局
と
の
関
係
に
あ
る
施
設
に
係
る
災
害
） 

第
六 

国
土
交
通
省
が
所
管
す
る
兼
用
工
作
物
（
農
林
水
産
省
が
所
管
す
る
施
設
に
係
る
も
の
並
び
に
国 

土
交
通
省
が
所
管
す
る
施
設
の
う
ち
港
湾
及
び
港
湾
に
係
る
海
岸
に
係
る
も
の
と
効
用
を
兼
ね
る
も
の 

を
除
く
。
以
下
「
兼
用
工
作
物
」
と
い
う
。
）
並
び
に
農
林
水
産
省
及
び
国
土
交
通
省
港
湾
局
と
関
係
の


